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※出展規約（ビジネス EXPO 規約）⼀部抜粋 
第１０条 損害賠償責任 
（３）主催者は、天災その他不可抗⼒を原因とする会期の変更、開催の中⽌によって⽣じた出展者
及び関係者の損害を補償いたしません。ただし、第 34 回開催に限り、主催者に⽀払われた出展料⾦
は、本イベントの準備・開催のために主催者に⽣じた費⽤を除いて残⾦があれば返⾦することとし、これを
もって補償のすべてといたします。 
 
第１１条 展⽰会の延期・中⽌ 
 天災地変、疾病、感染症の蔓延、国や地⽅⾃治体などの命令または指⽰、テロ、社会不安その他の
不可抗⼒事由により本イベントの開催が困難あるいは不可能と主催者が判断した場合、主催者は本
展⽰会の延期・中⽌または会期の短縮を決定できるものとします。 
 

キャンセル・中⽌時期 

出展料⾦ キャンセル料 

出展者都合による 

キャンセルの場合 

主催者判断による 

中⽌の場合(※) 

〜9/4 無料 無料 

9/5〜9/11 出展料の 30％ 

開催費⽤を精算の上、返⾦ 

(出展者都合キャンセル料より

⼤幅に低額になるよう配慮) 

9/12〜9/30 出展料の 50％ 

10/1〜10/18 出展料の 80％ 

10/19 以降 出展料全額 

第３４回ビジネス EXPO 出展料⾦ キャンセル料早⾒表

 この度は北海道 技術・ビジネス交流会（ビジネス EXPO）への出展のご検討をいただき、ありがと
うございます。今年度のキャンセルによる出展料⾦のご返⾦につきまして、早⾒表を作成いたしました
ので、ご確認ください。あわせて、公式ホームページ上からダウンロード出来ます「第 34 回北海道技
術・ビジネス交流会『装飾規程・オプション料⾦・出展規約』について」もご覧ください。 


